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監  査  報  告  書 

【科学研究費・通常監査】 

 

公立大学法人前橋工科大学科学研究費取扱規程（平成２５年規程第１１６号）第８

条の規定により通常監査を実施したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 監査の実施期日 

令和８年２月１０日（火） 

 

２ 監査の対象者 

令和７年度に理事長が掌握する科研費に係る研究課題の中から、全研究課題の１

０％以上を対象として無作為抽出を行った。抽出にあたっては、全研究課題一覧を

もとに Excel によるランダム抽出を実施し、監査対象とする研究課題及びその研究

代表者（環境・デザイン領域 准教授１名、生命工学領域 准教授１名）を選定した。 

 

３ 監査方法の概要 

令和７年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付申請書に記載す

る研究実施計画等により当該研究費が研究目的のために適切に執行されているか

を確認するため、事務局学務課で保管する令和７年度分の収支に関する証拠書類に

ついて、事務局総務課職員による監査を行った。 

 

４ 監査結果の概要 

科学研究費の執行は適切に行われていると認める 

 

５ 是正又は改善を要する事項 

特に無し 

 

６ その他必要と認める事項 

  特に無し 


